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《 長崎新聞　令和 2年 12 月 28 日朝刊より 》
※新聞記事のレイアウトを変更しております。新

聞
掲
載
記
事
よ
り

【
回
答
】
医
療
保
険
者
や

事
業
主
は
、
高
齢
者
医
療

確
保
法
、
労
働
安
全
衛
生

法
な
ど
の
個
別
の
法
に
基

づ
き
、
健
康
診
査
（
健
康

診
断
）
を
実
施
す
る
よ
う

に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

企
業
で
働
く
人
に
つ
い
て

は
企
業
健
診
を
毎
年
受
け

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す

し
、
企
業
で
働
い
て
い
な

い
人
に
つ
い
て
は
、
市
町

村
が
行
う
特
定
健
診
を
年

1
度
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
特
定
健
診
と
は
、
肥
満
、

高
血
圧
、
糖
尿
病
、
脂
質

代
謝
異
常
症
な
ど
の
、
い

わ
ゆ
る
生
活
習
慣
病
に
特

化
し
た
健
康
診
断
で
す
。

事
業
主
健
診
の
項
目
に
は
、

特
定
健
診
の
項
目
に
加
え
、

労
働
に
特
有
の
健
康
被
害

を
発
見
す
る
た
め
の
項
目

が
追
加
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
と
は
別
に
、
健
康

増
進
法
の
下
、
保
険
者
や

事
業
主
が
任
意
で
実
施
・

助
成
す
る
、
が
ん
検
診
、

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
、
骨

粗
し
ょ
う
症
検
診
、
歯
周

病
検
診
が
あ
り
ま
す
。
が

ん
検
診
に
は
、
胃
が
ん
、

大
腸
が
ん
、
肺
が
ん
、
乳

が
ん
、
子
宮
が
ん
検
診
が

あ
り
、
一
定
の
年
齢
に
達

す
る
と
定
期
的
に
受
け
る

こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
健
康
診
断
の
目
的
は
、

病
気
を
早
期
に
発
見
し
治

療
す
る
こ
と
で
、
死
亡
率

を
下
げ
る
こ
と
で
す
。
早

期
に
発
見
す
る
こ
と
で
、

医
療
費
を
抑
制
で
き
る
こ

と
も
分
か
っ
て
い
ま
す
。

健
康
診
断
を
受
け
て
重
要

な
こ
と
は
、
そ
の
結
果
に

一
喜
一
憂
す
る
の
で
は
な

く
、
結
果
を
見
て
ど
の
よ

う
に
考
え
行
動
を
起
こ
す

か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
実
は
、
特
定
健
診
の
各

疾
病
に
つ
い
て
は
、
今
す

ぐ
死
亡
す
る
可
能
性
は
低

い
と
い
え
る
病
気
で
す
。

し
か
し
、
長
年
放
置
す
る

と
動
脈
硬
化
が
進
行
し
、

将
来
、
心
筋
梗
塞
、
脳
卒

中
な
ど
の
心
血
管
疾
患
で

死
亡
す
る
危
険
性
が
高
ま

り
ま
す
。
健
診
を
受
け
て

異
常
が
見
つ
か
っ
た
場
合

は
、
自
身
の
生
活
習
慣
を

改
善
し
、
将
来
の
自
分
の

健
康
を
見
直
す
こ
と
が
必

要
で
す
。

　
し
か
し
、
自
身
で
生
活

習
慣
を
変
更
す
る
こ
と
は

難
し
い
こ
と
で
す
。
そ
こ

で
、
該
当
者
に
は
特
定
保

健
指
導
が
行
わ
れ
、
各
自

に
合
っ
た
対
策
を
指
導
し

て
く
れ
ま
す
。
案
内
が
来

た
ら
必
ず
受
け
る
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

事
業
主
健
診
や
が
ん
検
診

の
結
果
は
、
今
の
自
分
の

健
康
状
態
で
す
。
今
す
ぐ

に
で
も
悪
化
し
、
命
に
関

わ
る
異
常
も
あ
り
得
ま
す
。

必
ず
精
密
検
査
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

　
毎
年
健
診
を
受
け
て
、

年
齢
と
と
も
に
徐
々
に
起

き
る
身
体
の
変
化
を
知
る

こ
と
も
大
切
で
す
。
コ
ロ

ナ
感
染
の
心
配
は
当
然
で

す
が
、
医
療
機
関
で
は
、

対
策
を
十
分
に
行
い
、
院

内
感
染
が
起
き
な
い
よ
う

に
務
め
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、

年
に
1
度
健
康
診
断
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

�

（
県
医
師
会
）

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

この欄では県医師会が医療制度全般の質問
にお答えします。質問希望の方は知りたい

内容を分かりやすくまとめ、〒852－8601、長崎市茂里町3の1、長崎新
聞社生活文化部「医療制度Q＆A」係までお送りください。不明な点を
お聞きする場合がありますので住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明
記してください。なお、直接本人への回答はいたしません。

健
康
診
断 
感
染
が
心
配

毎
年
受
け 
体
の
変
化
知
っ
て

医
療
機
関
は

十
分
に
対
策

【
質
問
】
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
心
配
で
健

康
診
断
を
受
け
て
い
ま
せ
ん
。
受
け
た
方
が
良
い
の
で

し
ょ
う
か
。

�

（
65
歳
、
男
性
）

質問をどうぞ




